
内部評価の結果 

【事前評価２】丸山団地市営住宅整備事業 

【評価結果】 

計画どおり実施 

【評価理由】 

市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するもので

ある。 
 
本市においては、市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な

施策の方向性を示す「北九州市住生活基本計画」において、市営住宅を、住宅の

セーフティネット機能として位置づけている。 
  また、北九州市公共施設マネジメント実行計画等に基づき、管理戸数を縮減し

ながら、集約・再配置を進めている。 
 

本事業においては、今後 10 年以内に耐用年数を迎える門司港地区の７団地を

総合的に考慮し、既存の市営住宅を可能な限り活用し、事業費を抑えた効率的な

事業計画としている。 
 

この中で、建設地となり得る丸山団地は、生活利便性の良い場所に立地する大

規模団地であるが、集約する建物を含め老朽化が進んでおり、居住環境等の早期

改善が必要な団地である。 
 
本事業を実施することにより、現状の課題が改善され、必要性や有効性が十分

に認められること、安全性、快適性の向上が図られ、高齢者をはじめ、全ての人

が安全に暮らせる、より良好な居住環境が形成される。 
 
また、対象の入居者を可能な限り、丸山団地に集約することにより、門司港

地区の市営住宅の集約を積極的に進めることができると考える。 
 
以上を踏まえ、本事業を実施することで良好な居住環境が形成され、効率的、

効果的な方法で集約建替えが行われることから、計画どおり実施することを対

応方針（案）として決定した。 
 
なお、公共事業調整会議では、今後、公共施設マネジメント実行計画に基づ

き、市営住宅の戸数を縮減していく中で、民間の空家等の有効な活用策や、そ

の後の市営住宅の必要戸数などの検討が必要との意見があった。 
これらの意見については、今後の市営住宅に関する具体的な計画策定を行う中

で、民間住宅の活用を含め、検討していきたい。 
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